
 

危険性又は有害性等の調査とは・・・ 

リ ス ク ア セ ス メ ン ト の す す め 

 
 
 
    
 
  
 

   
 

 

 

リスクアセスメントとは、職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、これらを除去、低減するための手法

です。平成１８年４月１日以降、労働安全衛生法第２８条の２により、実施が努力義務化されています。 

特定された危険性又は有害性ごとのリスク（※）の見積もり

優先度に応じたリスク低減措置の実施 

見積もりに基づくリスクを低減するための優先度の設定 

リスク低減措置の内容の検討 

実施時期 

設備、原材料、作業方法などを新

規に採用、変更するなど「リスクに

変化が生じたとき」実施 

機械設備等の経年劣化、労働者の

交代などを踏まえて「定期的」に実

施 

既存の設備、作業については、」計

画的」に実施 

（※）リスクとは、特定された危険性又は有害性によって生ずる

おそれのある負傷又は疾病の重篤度（ひどさ）と、負傷又は疾病

の発生可能性の度合いの両者を組み合わせて見積るものです。 

労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定 



 

 

  
 

 

これからの安全衛生対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性 
 を見つけ出し、事前に的確な安全衛生対策を講じることが不可欠です。 

「リスクアセスメント」への取り組みをお願いします。 
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